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【参考】

児童虐待に関する警察の対応
児童虐待の対応において、児童相談所等が子供の安全確認のための立入調査や一時保護など

の際、これまでも必要に応じて警察に援助を求めてきましたが「児童虐待の防止等に関する法

律」の改正で、警察との連携協力がより一層円滑に行われるようになりました。

また、警察は、保護者等が暴行、脅迫等により職務執行を妨げたり、子供への加害行為など、

現に犯罪行為が認められたりする場合に、警告、制止、現行犯逮捕などの強制措置を講じます。

《児童虐待対応フローチャート》

立入調査
（法第９条）

安全確認
一時保護
（法第８条）

援助要請（法第１０条）

〔原則文書緊急時口頭・後日文書要請〕

通告

緊急事態

（原則）

※法＝「児童虐待の防止等に関する法律」

（緊急時）

犯罪捜査児
童
相
談
所
等

在宅援助

施設措置

児童相談所等への援助

任意措置
・現場への臨場
・現場付近での待機
・児童相談所長等との一緒の立入り
強制措置
・警告、制止、強制的な立入り
・現行犯逮捕

事前協議

・情報の共有
・援助の内容、時期、
体制等について検討

警察署長 警察官

市民より通報

少年、地域、刑事被害者対策等
各部門の連携（情報の共有化）

相談活動・補導面接
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児童虐待は、児童自身や家庭環境なども含めた様々な要因が複雑に絡んで起こることから、一度起こっ

てしまうとなかなか解決が難しく、その多くは再発の可能性を含んでいると言われています。

虐待を受けた子供の安全が確保され緊急時の援助提供が一段落した後、子供や家庭に対するきめ細か

な指導を行うことや、関係機関が連携しながら再発予防に向けた対応を効果的にすすめていくことが大

変重要になります。

また、虐待の深刻化を予防するために、再発を繰り返す保護者に対する心のケアなどの専門的な援助

も含めた再発予防の取り組みが重要かつ緊急の課題となっています。

近年の児童虐待の要因のひとつとして、子育てに不慣れな保護者の育児に対する負担感や育児不安の

増加、家庭のなかでの孤立した育児など、子育てを取り巻く社会環境の変化があるといわれています。

すべての子供がいきいきと育つことのできる社会を実現していくためには、児童虐待に関する知識の

普及や啓発を通じ多くの市民にその実態を知ってもらうことは無論、予防の視点からも、保護者が家庭

のなかでゆとりを持って子供に向き合える「子育て環境」を地域ぐるみでつくっていくことが求められ

ています。

１ 関係機関相互のネットワークづくり

児童虐待の背景には、保護者や子供自身の問題だけではなく家庭環境や社会環境の要因が様々に絡ん

でいます。そのため、虐待への対応を一つの機関で行うことは難しく、関係機関の協力と継続的な援助

が必要となります。

関係機関が協力していくためには、まずそれぞれの機関の業務の内容を知ることからはじまります。

次に、ケースについての共通の理解を持ち、各機関の役割分担を明確にしていくための関係機関の連絡

会議等が素早く開催できるような体制を組むことです。

現在、仙台市には、各関係機関の代表者が虐待対応について意見や情報交換を行うネットワークであ

る「要保護児童対策地域協議会」が組織され、各区には区内関係機関実務者により要保護児童対策地域

協議会実務者会議が設置され、全ての要保護児童について進行管理台帳が整備され、守秘義務を課した

上で情報の共有を図っています。

また、個別のケースに対応するために、児童相談所及び区役所・宮城総合支所を中心として開催する

ケース検討会議に必要に応じて関係者が出席し、具体的な機関ごとの役割分担や援助方法等について協

議しています。

虐待のケースは長期間にわたり援助を必要とする場合が多く、また、子供の置かれている状況も変化

することがあるので、援助開始後も必要に応じてケース検討会議等を開催することは、ケースの情報や

方針の再確認のためにも大切なことです。
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仙台市要保護児童対策地域協議会 代表者会議構成機関（１６機関）

＊調整機関 仙台市子供未来局子供育成部

仙台市要保護児童対策地域協議会 実務者会議構成機関（９機関）

機関等の名称

関係団体等

福 祉 施 設
仙台市児童養護施設協議会

仙台市保育所連合会

児 童 委 員 仙台市民生委員児童委員協議会

医 師 会
一般社団法人仙台市医師会

一般社団法人仙台歯科医師会

弁 護 士 会 仙台弁護士会

ＮＰＯ団体 子ども虐待防止ネットワーク・みやぎ
（略称：キャプネット・みやぎ）

関 係 機 関 教 育 機 関

仙台市私立幼稚園連合会

仙台市小学校長会

仙台市中学校長会

行 政 機 関

国・宮城県
仙台法務局

宮城県警察本部

仙 台 市

健康福祉局障害福祉部

子供未来局子供育成部

子供未来局児童相談所

教育局学校教育部

関係団体等
児 童 委 員 各区民生委員児童委員協議会

ＮＰＯ団体 子ども虐待防止ネットワーク・みやぎ
（略称：キャプネット・みやぎ）

関 係 機 関

宮 城 県 各区を管轄する警察署

教 育 機 関
仙台市小学校長会

仙台市中学校長会

行 政 機 関 仙 台 市

各区役所保健福祉センター家庭健康課及び宮城総
合支所保健福祉課

子供未来局児童相談所

本市の保育所のうち子供未来局長が指定するもの

本市の児童館のうち子供未来局長が指定するもの

【参考】
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２ 虐待を受けた子供への援助

虐待を受けた子供は、身体的、精神的に深い傷を負っているので、受けた傷の治療を行いながら、子

供が通い子供の安全が確保される保育所等、幼稚園、学校及び児童館などの場での援助のほか地域の中

であたたかく見守る体制をとることが大切です。また、虐待を受けたために学習の遅れが見られる子供

への対応や、児童福祉施設を退所して自立していく子供の相談に応じるなど具体的な援助体制の構築も

必要になります。

周囲の働きかけに対して、子供は時に反社会的態度で大人に自己をアピールしてくる場合があります。

援助者は子供の行動に左右されることなく、子供の気持ちを肯定的に受け止めることが重要です。

子供にとっては、できるだけ多くの信頼できる人と出会い、より多くの心のふれあいを積み重ねてい

くことが必要なのです。

３ 保護者への援助

保護者に対しては、虐待に至った背景、保護者の考えや悩み、保護者自身が持つ心の傷などを理解す

る姿勢で対応していきましょう。

援助者は、保護者との信頼関係を構築し、保護者が、子供との適切なかかわり方を身につけられるよ

うに援助することが必要です。保護者が虐待の事実と向き合い、再び子供と生活できるようになるため

には、保護者のあり方などを示しながら、安定した気持ちで子供を受け入れられるように援助すること

が大切です。

保護者の援助機関としては、児童相談所、精神保健福祉総合センター、発達相談支援センター、区役

所などの行政機関、民間の相談機関としては「キャプネット・みやぎ」などがあり、子供の場合と同様

に保護者が生活している地域社会での見守りが必要になります。

４ 予防と啓発

①予防に向けた取り組み
地域住民同士の結びつきが弱まり、地域において子育てする力が薄れている現代社会にあっては、地

域社会から孤立する家族が増え、その結果、虐待が増加していると言われています。

言うまでもなく虐待は予防することが一番大事です。そのためには、健診や相談など保護者及び親子

と接するさまざまな場面で虐待のサイン（P．１９参照）を見つけたら声がけをしたり、子育て支援サービ
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スを紹介したり、必要に応じて関係機関を紹介したりしましょう。ただし、決して無理強いをしたり、

問いただしたりするようなことがないように気をつけます。

また、健診を受診することなく家に引きこもっているような場合などは虐待の起こる危険性が高いの

で、区役所・総合支所を中心に家庭訪問（新生児育児訪問、育児ヘルプ家庭訪問事業など）を行うこと

も必要です。まずは、接触を試みることから始めましょう。

②啓発・研修
昨今のマスコミ報道等で「虐待」に対する市民の関心が高まったとは言え、虐待の意味や対応の方法、

虐待が子供や保護者に与える影響などについて詳しく知る人はまだ少ないと思われます。

深刻な虐待の被害がでる前に、多くの市民に「虐待」とは何か、発見したらどうすればいいのか、ど

う見守っていけばいいのかを理解してもらうことが必要です。

虐待は子供の人権を著しく侵害するものです。仙台市では、虐待に限らず子供の権利を分かりやすく

記したリーフレットを作成し、市内の中学１年生の保護者に配布しています。また、関係機関の担当者

などを対象とした「児童虐待対応講演会」等を開催しています。

さらに市民への啓発をすすめるためには、乳幼児や小中学生の保護者のほか、地域住民、子供自身も

対象に講座や講演会を開催したり、地域のミニコミ誌（町内会だより、健全育成だより、子供会だより

など）に啓発記事を掲載するなど、様々な場面での草の根的な啓発活動を展開していくことが大切です。

関係者が虐待に対応していくためには、専門的な技術を身につけるための研修等が欠かせません。ま

た、継続的な援助について各機関が連携して取り組むことの必要性は前述したとおりですが、機関相互

の役割をそれぞれが認識するとともに、行政及び民間も含めた子育て支援施策を把握しておくことも必

要です。育児不安の解消を図り、地域ぐるみで子育てしやすい環境を整備することで深刻化する児童虐

待に歯止めをかけていきましょう。

市民向け広報（仙台市ホームページより）
○虐待かなと思ったら・・・
■はっきりしない場合もご連絡ください

どうも様子がおかしい、虐待かな、と思ったら、児童相談所かお住まいの区の区役所家庭健康課、総

合支所保健福祉課にご連絡ください。虐待かどうか判断できない場合でも連絡・相談してください。間

違っていたからといって連絡（通告）した人が責任を問われることは一切ありません。

■虐待の通告は国民の義務です（通告義務は守秘義務に優先します）

虐待の通告は児童福祉法第２５条及び児童虐待の防止等に関する法律第６条において国民の義務とされ

ており、また、刑法に定める秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の規定が、虐待の通告を妨げる

ものと解釈してはならないとされており、通告義務が守秘義務に優先するということが定められていま

す。
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■通告した人の秘密は守られます

相談や通告をした人については、児童虐待の防止等に関する法律第７条により、通告をした者を特定

させるものを漏らしてはならない、とされており、通告をした方に関する情報は確実に守られます。

■支援を要する妊婦等に関する情報提供

　支援を要すると思われる妊婦（特定妊婦）や児童（要支援児童）・保護者を把握した医療機関、児童福

祉施設、学校等は、その旨を市町村に情報提供しなければならないこととされています。

　＊特定妊婦とは・・・出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊

　　　婦（予期せぬ妊娠、若年の妊娠、精神疾患を有するなどの事情を有する妊婦）

　＊要支援児童とは・・・保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童（子育てに対して強

　　　い不安や孤立感を抱える家族・不適切な養育状態にある家庭等の児童）

虐待でなかったらどうしよう…、少し大げさではないか…、私がやらなくても誰かが…、

身内の恥を話したくない…。

誰しも面倒なことには関わりたくないという意識や、自分がやらなくとも誰かがやってくれるだろう

という意識を持ちがちです。しかし、児童に対する虐待、特に乳幼児に対する虐待は気づかれにくく、

命に関わるような重大な事例も少なくありません。また、虐待を行っている保護者も苦しんでいる場合

が多いのです。あなただけが気づいているかもしれません。ほんの少しの勇気をもって、ご連絡をお願

いします。

あなたからの一本の電話で守られる命、救える家庭があります。

○通告の際のポイント
虐待通告というと大変なことのように思われるかもしれませんが、特に面倒な手続きや様式があるわ

けではありません。あなたがわかる範囲のことをメモしておき、速やかに電話や手紙などでお知らせく

ださい。保護者の立場より子供を守ることを最優先に考えてください。

気になることがあったら、一人で抱え込まず、ぜひ、ご相談ください。

①虐待等があった日時

②児童と保護者について（名前、年齢、性別、住所など）

③虐待の恐れや虐待の状況（誰が、どのようなことを児童に対してしているのか、気がついた

こと）

④通告者の住所、氏名、連絡先（可能であれば）
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事例１ 育児を放棄した母親への保育所の関わり
（０歳・３歳の姉弟）〔保育所の事例〕

〔経緯〕
母親は高校３年生で第一子（女児）を妊娠、出産し高校を中退しました。実家に身を寄せ、子供が６

か月になった時に保育所に入所させ、母親は働き始めました。第２子（男児）を妊娠したときにアパー

ト暮らしとなり、第２子の父親と同居していましたが、間もなく父親は母親の許を去ってしまいました。

ショックを受けた母親は食事も取れなくなり、胎児も成長が止まったため入院、出産となりました。出

産後退院したものの、子育ての意欲が湧かず、女児を実家に、男児を知り合いに預け、アパートに引き

こもってしまいました。

第２子が５か月になった頃に母親が精神的に落ち着いてきたとして、母親は子供を引き取り姉弟で保

育所に入所しました。姉弟は下痢をすることが多く、家庭内でのケガ、火傷もみられましたが母親は病

院に連れていく等の処置をする様子はありませんでした。衣服も汚れており不衛生な状態での登園が続

いていました。また、子供たちだけ置き去りにし出かけることもしばしばあり、近隣の住民から保育所

に連絡が入ることもありました。母親に対し、保育所の職員が子育ての方法などについて働きかけをす

るものの、母親は、「わかっています」と言うばかりで全く実行しませんでした。保育所ではこのような

状態が続くと、子供たちの生命にかかわると考え、所内で所長を含めた話し合いを持ち児童相談所に通

告しました。児童相談所では保育所で収集した情報により、子供たちの健康状態を確認、所内で検討し

一時保護の方針を決定しました。母親は結局子供たちを実家に残し行方不明になってしまいましたが、

実家での子育ても困難であったため、児童相談所で一時保護をし、その後施設措置となりました。

〔かかわった機関と役割〕

○保 育 所 ・子供たちの心身状態の確認と日常のケア
・母親への助言

○児童相談所 ・子供の状態の把握と家庭状況調査
・一時保護の決定、施設措置

〔ポイント〕

・保育所で母親への助言が行われていますが、母親の対応に変化が見られない場合は、早急
に他の関係機関（区役所・総合支所の訪問指導など）に協力を依頼することも必要です。

・保育所において、子供の健康状態や言動について随時把握し、記録に残しておいたことで
児童相談所が援助方法を迅速に判断することができました。記録は、文章で残すことも有
効ですが、写真やビデオなど目に見える形で残すことも判断資料としては非常に効果的で
す。
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事例２ 家に帰らない小学生
（小学５年の女の子）〔学校の事例〕

〔経緯〕
女の子は学校が終わるとバスなどに乗って街中に出かけ、時間をつぶしては家に戻り、家のなかには

入らずに玄関の前で立っているという事がしばしばありました。そして繁華街で一人で歩いているとこ

ろを警察に補導され、両親が迎えに来るという事がありました。心配した学校の担任の先生が両親から

事情を聞いたところ、母親は「帰宅時間を決めているのに全然守らない」「整理整頓ができずだらしない」

などと女の子への数々の不満を漏らしました。母親は子供のしつけに非常にきびしく、度が過ぎると思

われることもありました。母は約束を守らないと、「もう帰ってくるな。荷物をまとめて出ていきなさい」

と言って女の子を戸外に数時間も締め出したりしました。父親は子供のしつけについては、すっかり母

親まかせで、子供のことで話をしても母親が聞く耳をもたないことから次第に何も話さなくなっていま

した。

その後も女の子が街中で見かけられたり、戸外に出されることが続き、学校では事態が深刻化するお

それがあると判断して校長をはじめ関係職員が集まり、女の子及び両親に対するかかわり方について話

し合うとともに、教育相談課及び児童相談所を訪れ、対応の仕方や緊急時の連携について協議しました。

その結果、女の子に対しては、担任の先生をはじめ学校として女の子が何でも話せる雰囲気をつくり、

女の子を受容する態度で臨むように努めることとしました。そして、母親の行き過ぎたしつけについて

徐々に認識をしてもらうために、両親との関係づくりを試み、特に父親との連携をとりながら、女の子

の身の安全を確保するよう支援していくこととしました。また、児童相談所及び警察と連携し、緊急時

にはすぐに連絡がとりあえるようにしました。

〔かかわった機関と役割〕

○小 学 校 ・子供の心理面への対応
・両親へのアプローチ
・関係機関との連携と緊急時の連絡網の整備

○教育相談課 ・学校での対応についての指導
○警 察 ・緊急時の対応
○児童相談所 ・子供の安全の確保のための体制づくり

〔ポイント〕

・学校側が女の子の気持ちの受容に努めることで、女の子は精神的な支えを得て、その後の
関係づくりが円滑に進むようになります。また、様々な展開を考慮して関係機関との連携
が取られていたことは適切な対応でした。

・両親へアプローチする際に、父親と連携を取りながら母親への接近を試みることは効果的
である反面、母親を孤立させないように注意を払うことが必要です。また、保護者のしつ
けの問題は対応が難しく、学校の先生などが助言しすぎると学校との信頼関係を無くすこ
ともあります。

・子供の心理的安定と親子関係の回復をはかるためには、養護教諭など担任以外の教諭の援
助も必要な場合があります。
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事例３ 児童館に通う無表情な姉妹
（７歳と９歳の姉妹）〔児童館の事例〕

〔経緯〕
姉妹は数年前から夜遅くまで戸外で遊んでいることが多く、地区の民生委員児童委員や近所の人達も

心配していました。姉妹の家庭は母子家庭で、母親は仕事が終わってもなかなか帰らず夜遅くまで家を

空けることが多いため、母親と姉妹との関係は非常に疎遠に見えました。

遊んでいるときに姉妹に声をかけても無表情で元気もなく、服も肌も汚れていました。民生委員児童

委員は、妹の小学校入学を契機に、母親に「児童クラブに入会しては」と勧めましたが、その意思はあ

りませんでした。

しかしその後、姉妹は児童館で児童クラブの子供たちと一緒に遊ぶようになりました。そして慣れて

くるにつれ、児童館の職員に母親のことなど家庭の様子を少しずつ話すようになりました。その後だん

だんと姉妹の表情も明るくなり、児童館の職員ともよく話ができるようになると、自分たちから「児童

クラブに入りたい」と言いました。そこで児童館の職員が母親と連絡を取ろうと試みましたが電話はつ

ながらず、民生委員児童委員も母親との連絡が取れずにいました。

しばらくして家族は、同じ学校区内の別の場所に転移したことがわかり、以前と比べると服装の汚れ

なども目立たなくなり、児童館への来所も少なく、家にまっすぐ帰っているようでした。

しかし、児童館に来館した時は、帰宅時間を全く気にせずに遊ぶことに変わりはなく、依然、母親が

姉妹と向き合っている様子は見られませんでした。児童館としては、姉妹が来館した時には必ず声を掛

けるようにして姉妹の見守りを続けるとともに、民生委員児童委員と連携し、家庭や学校での様子を把

握しながら注意深く見守ることとしました。

〔かかわった機関と役割〕

○児 童 館 ・姉妹への声がけと気持ちの把握
○民生委員児童委員 ・姉妹への声がけ

・家庭環境の把握
・児童館との連携

〔ポイント〕

・母親の状況など家庭状況については、把握が困難な場合が多く、子供が自ら家庭の状況を話
すことは多くありません。この例では子供との信頼関係を粘り強く築きながら、子供から情
報を聴き取ることができました。

・民生委員児童委員は地域とのかかわりが深く、家庭の状況を把握し、地域での見守りを続け
るうえで重要な役割を果たします。日頃から地域の人が相談しやすい環境をつくることが大
切です。ただし、情報の管理には注意が必要です。また、転居した場合は、転居先の地区民
生委員児童委員との連携も必要となります。

・この事例では学校との関わりがでてきませんが、民生委員児童委員や主任児童委員での情報
の収集が困難な場合や母親との関係、その後の見守りなどについては、学校と連絡をとり、
協力して援助することが大切です。また、地域での見守りについては、区役所・宮城総合支
所と連携していくことも必要です。
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事例２ 家に帰らない小学生
（小学５年の女の子）〔学校の事例〕

〔経緯〕
女の子は学校が終わるとバスなどに乗って街中に出かけ、時間をつぶしては家に戻り、家のなかには

入らずに玄関の前で立っているという事がしばしばありました。そして繁華街で一人で歩いているとこ

ろを警察に補導され、両親が迎えに来るという事がありました。心配した学校の担任の先生が両親から

事情を聞いたところ、母親は「帰宅時間を決めているのに全然守らない」「整理整頓ができずだらしない」

などと女の子への数々の不満を漏らしました。母親は子供のしつけに非常にきびしく、度が過ぎると思

われることもありました。母は約束を守らないと、「もう帰ってくるな。荷物をまとめて出ていきなさい」

と言って女の子を戸外に数時間も締め出したりしました。父親は子供のしつけについては、すっかり母

親まかせで、子供のことで話をしても母親が聞く耳をもたないことから次第に何も話さなくなっていま

した。

その後も女の子が街中で見かけられたり、戸外に出されることが続き、学校では事態が深刻化するお

それがあると判断して校長をはじめ関係職員が集まり、女の子及び両親に対するかかわり方について話

し合うとともに、教育相談課及び児童相談所を訪れ、対応の仕方や緊急時の連携について協議しました。

その結果、女の子に対しては、担任の先生をはじめ学校として女の子が何でも話せる雰囲気をつくり、

女の子を受容する態度で臨むように努めることとしました。そして、母親の行き過ぎたしつけについて

徐々に認識をしてもらうために、両親との関係づくりを試み、特に父親との連携をとりながら、女の子

の身の安全を確保するよう支援していくこととしました。また、児童相談所及び警察と連携し、緊急時

にはすぐに連絡がとりあえるようにしました。

〔かかわった機関と役割〕

○小 学 校 ・子供の心理面への対応
・両親へのアプローチ
・関係機関との連携と緊急時の連絡網の整備

○教育相談課 ・学校での対応についての指導
○警 察 ・緊急時の対応
○児童相談所 ・子供の安全の確保のための体制づくり

〔ポイント〕

・学校側が女の子の気持ちの受容に努めることで、女の子は精神的な支えを得て、その後の
関係づくりが円滑に進むようになります。また、様々な展開を考慮して関係機関との連携
が取られていたことは適切な対応でした。
・両親へアプローチする際に、父親と連携を取りながら母親への接近を試みることは効果的
である反面、母親を孤立させないように注意を払うことが必要です。また、保護者のしつ
けの問題は対応が難しく、学校の先生などが助言しすぎると学校との信頼関係を無くすこ
ともあります。
・子供の心理的安定と親子関係の回復をはかるためには、養護教諭など担任以外の教諭の援
助も必要な場合があります。
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事例３ 児童館に通う無表情な姉妹
（７歳と９歳の姉妹）〔児童館の事例〕

〔経緯〕
姉妹は数年前から夜遅くまで戸外で遊んでいることが多く、地区の民生委員児童委員や近所の人達も

心配していました。姉妹の家庭は母子家庭で、母親は仕事が終わってもなかなか帰らず夜遅くまで家を

空けることが多いため、母親と姉妹との関係は非常に疎遠に見えました。

遊んでいるときに姉妹に声をかけても無表情で元気もなく、服も肌も汚れていました。民生委員児童

委員は、妹の小学校入学を契機に、母親に「児童クラブに入会しては」と勧めましたが、その意思はあ

りませんでした。

しかしその後、姉妹は児童館で児童クラブの子供たちと一緒に遊ぶようになりました。そして慣れて

くるにつれ、児童館の職員に母親のことなど家庭の様子を少しずつ話すようになりました。その後だん

だんと姉妹の表情も明るくなり、児童館の職員ともよく話ができるようになると、自分たちから「児童

クラブに入りたい」と言いました。そこで児童館の職員が母親と連絡を取ろうと試みましたが電話はつ

ながらず、民生委員児童委員も母親との連絡が取れずにいました。

しばらくして家族は、同じ学校区内の別の場所に転移したことがわかり、以前と比べると服装の汚れ

なども目立たなくなり、児童館への来所も少なく、家にまっすぐ帰っているようでした。

しかし、児童館に来館した時は、帰宅時間を全く気にせずに遊ぶことに変わりはなく、依然、母親が

姉妹と向き合っている様子は見られませんでした。児童館としては、姉妹が来館した時には必ず声を掛

けるようにして姉妹の見守りを続けるとともに、民生委員児童委員と連携し、家庭や学校での様子を把

握しながら注意深く見守ることとしました。

〔かかわった機関と役割〕

○児 童 館 ・姉妹への声がけと気持ちの把握
○民生委員児童委員 ・姉妹への声がけ

・家庭環境の把握
・児童館との連携

〔ポイント〕

・母親の状況など家庭状況については、把握が困難な場合が多く、子供が自ら家庭の状況を話
すことは多くありません。この例では子供との信頼関係を粘り強く築きながら、子供から情
報を聴き取ることができました。

・民生委員児童委員は地域とのかかわりが深く、家庭の状況を把握し、地域での見守りを続け
るうえで重要な役割を果たします。日頃から地域の人が相談しやすい環境をつくることが大
切です。ただし、情報の管理には注意が必要です。また、転居した場合は、転居先の地区民
生委員児童委員との連携も必要となります。

・この事例では学校との関わりがでてきませんが、民生委員児童委員や主任児童委員での情報
の収集が困難な場合や母親との関係、その後の見守りなどについては、学校と連絡をとり、
協力して援助することが大切です。また、地域での見守りについては、区役所・宮城総合支
所と連携していくことも必要です。
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事例４ 不審な傷を負った幼児
（３歳の男の子）〔医療機関の事例〕

〔経緯〕
深夜、母親が「子供が頭を打って気を失ったまま意識が戻らない」と救急車を要請し、子供は市内の

病院に救急搬送されました。その時病院に来たのは母親だけでした。家族は母親と養父で二人ともまだ

２０歳代前半と若く、養父とは結婚して半年程でした。医師は子供に対し必要な検査と処置を行い、程な

く意識は回復しました。医師は母親に頭を打った時の様子や時間、その後の処置などを聞きました。母

親は最初、「ベッドから転げ落ちて頭を打った」と話しましたが、時間的経緯については曖昧で不自然な

点が多くみられました。医師は、通常であれば入院は必要ない程度でしたが、状況に不審な点が多いた

め、母親に「大事をとって入院しましょう」と勧めました。母親は多少動揺したものの同意しました。

病院では虐待の疑いがあるケースについては院長に報告するとともに医療ソーシャルワーカーなど関

係者に連絡をとることとなっており、医師は早速連絡をとりました。また、医師、看護師が子供に安心

を与えるように心掛けました。翌日、母親の動揺が収まった頃にソーシャルワーカーが「医療費などで

お困りなことはないですか」と声を掛け、普段の子供の様子などを聞いていると「実は養父が叩いて壁

に頭を打ちつけた」と話しはじめました。病院は児童相談所に通告し、子供や親への今後のかかわり方

について協議しました。そして児童相談所は、母親と面接を行い、母親が養父との関係にも悩み、養父

からしばしば暴行を受けていることを聞きました。その情報を元に病院では、養父が子供や母親の所に

来たときの対応について協議し、緊急時は警察や児童相談所など関係機関と連絡をとることとしました。

結局、母親は子供と２人でやり直すことに決め、環境が整うまでの間、子供は入院し、今後の生活につ

いて区役所の家庭相談員に相談することとなりました。

〔かかわった機関と役割〕

○病 院 ・診察と虐待の発見
・病院内の関係者及び児童相談所への連絡と両親の面接の調整
・子供が安心できる環境づくり

医療ソーシャルワーカー ・母親の心理面への対応
○区　　　　役　　　　所 ・家庭相談員の面接
○警 察 ・緊急時の対応
○児 童 相 談 所 ・両親への面接

・緊急時の体制づくり

〔ポイント〕

・医師が虐待を疑い母親に入院を勧めたことは、子供の身の安全を確保するためには大変有
効であり、児童相談所への一時保護等に比べ警戒心を与えず比較的容易に保護者の承諾を
得ることができます。

・子供のケガが保護者の説明からは不自然だと感じるものについては、まず虐待を疑い、院
内の関係者や児童相談所に連絡をとることが大切です。医療ソーシャルワーカーがいない
場合でも、院内での役割分担を予め決めておくと迅速な対応が可能です。
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事例５ 精神疾患のある母親
（５歳の保育園児）〔精神保健福祉総合センターの事例〕

〔経緯〕
母親は結婚と離婚を繰り返し、４度目の結婚の後、めまいや気力低下を訴え内科で受診しましたが特

に異常は認められず、その後精神科を受診しました。医師と話が通じないと言っては、数箇所の医療機

関を転々とし、ある精神科クリニックからカウンセリングを勧められて精神保健福祉総合センターに来

所しました。何度かカウンセリングを行う中で、母親と養父が度々子供に暴言や暴力を振るっているこ

と、そして母親自身が実母から虐待され夫からも暴力を受け悩んでいたことがわかりました。結局母親

は離婚し、生活保護を受けながら子供と生活することとなりましたが、母親は「母であることに疲れた」

と訴え、子供に暴力を振るったり夜間に子供をひとり置き去りにしたまま外出するようになりました。

母親との向き合いを続ける中、子供が通う保育園の保育士から生活保護のケースワーカーに「子供に

頻尿など気になる行動がある」との話があり、ケースワーカーから母親に子供も精神保健福祉総合セン

ターに相談するように勧めてもらい、子供と一緒に来所することとなりました。子供は、大人の顔色を

うかがう、怯えるなどの被虐待児の症状が認められ、気になる行動も精神疾患によるものではなく虐待

の影響であると診断されました。当初母親は「子供を叩いてしまう」と話していましたが、それが、子

供に対しどのような影響を及ぼすものかを理解するまでには至っておらずカウンセリングの中で次第に

理解を深めていきました。

また、子供の安全を確保し母親が休息をとるために、子供を母のきょうだいの許に預かってもらい、

母親のカウンセリングと並行して子供のプレイセラピーも行いました。その結果、子供の行動は次第に

落ち着き、感情表出もできるようになり、母親自身も対人面での問題などを自覚し始め、子供に対する

暴力も減ってきました。

〔かかわった機関と役割〕

○精 神 科 ク リ ニ ッ ク ・精神保健福祉総合センターを紹介
○精神保健福祉総合センター ・母親のカウンセリング

・子供のカウンセリングとプレイセラピー
・関係機関との連絡調整

○保 育 園 ・子供の状態の把握
・関係機関への連絡

○区　　 役　　 所（保護課） ・幼稚園との連絡調整
・母親へのアプローチ

〔ポイント〕

・子供の異常行動に気づいた保育園から、関係機関へ連携がスムーズに行われたことが子供
の早期治療へと結びつきました。関係機関が情報交換を密に行い、適切な役割分担のもと
に機能することが大切です。

・虐待が子供に対しどのような影響を及ぼすか理解してもらうことは、虐待の対応において
重要なことであり、この事例のように専門機関でカウンセリングを行うことは非常に有効
です。
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事例４ 不審な傷を負った幼児
（３歳の男の子）〔医療機関の事例〕

〔経緯〕
深夜、母親が「子供が頭を打って気を失ったまま意識が戻らない」と救急車を要請し、子供は市内の

病院に救急搬送されました。その時病院に来たのは母親だけでした。家族は母親と養父で二人ともまだ

２０歳代前半と若く、養父とは結婚して半年程でした。医師は子供に対し必要な検査と処置を行い、程な

く意識は回復しました。医師は母親に頭を打った時の様子や時間、その後の処置などを聞きました。母

親は最初、「ベッドから転げ落ちて頭を打った」と話しましたが、時間的経緯については曖昧で不自然な

点が多くみられました。医師は、通常であれば入院は必要ない程度でしたが、状況に不審な点が多いた

め、母親に「大事をとって入院しましょう」と勧めました。母親は多少動揺したものの同意しました。

病院では虐待の疑いがあるケースについては院長に報告するとともに医療ソーシャルワーカーなど関

係者に連絡をとることとなっており、医師は早速連絡をとりました。また、医師、看護師が子供に安心

を与えるように心掛けました。翌日、母親の動揺が収まった頃にソーシャルワーカーが「医療費などで

お困りなことはないですか」と声を掛け、普段の子供の様子などを聞いていると「実は養父が叩いて壁

に頭を打ちつけた」と話しはじめました。病院は児童相談所に通告し、子供や親への今後のかかわり方

について協議しました。そして児童相談所は、母親と面接を行い、母親が養父との関係にも悩み、養父

からしばしば暴行を受けていることを聞きました。その情報を元に病院では、養父が子供や母親の所に

来たときの対応について協議し、緊急時は警察や児童相談所など関係機関と連絡をとることとしました。

結局、母親は子供と２人でやり直すことに決め、環境が整うまでの間、子供は入院し、今後の生活につ

いて区役所の家庭相談員に相談することとなりました。

〔かかわった機関と役割〕

○病 院 ・診察と虐待の発見
・病院内の関係者及び児童相談所への連絡と両親の面接の調整
・子供が安心できる環境づくり

医療ソーシャルワーカー ・母親の心理面への対応
○区　　　　役　　　　所 ・家庭相談員の面接
○警 察 ・緊急時の対応
○児 童 相 談 所 ・両親への面接

・緊急時の体制づくり

〔ポイント〕

・医師が虐待を疑い母親に入院を勧めたことは、子供の身の安全を確保するためには大変有
効であり、児童相談所への一時保護等に比べ警戒心を与えず比較的容易に保護者の承諾を
得ることができます。
・子供のケガが保護者の説明からは不自然だと感じるものについては、まず虐待を疑い、院
内の関係者や児童相談所に連絡をとることが大切です。医療ソーシャルワーカーがいない
場合でも、院内での役割分担を予め決めておくと迅速な対応が可能です。
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事例５ 精神疾患のある母親
（５歳の保育園児）〔精神保健福祉総合センターの事例〕

〔経緯〕
母親は結婚と離婚を繰り返し、４度目の結婚の後、めまいや気力低下を訴え内科で受診しましたが特

に異常は認められず、その後精神科を受診しました。医師と話が通じないと言っては、数箇所の医療機

関を転々とし、ある精神科クリニックからカウンセリングを勧められて精神保健福祉総合センターに来

所しました。何度かカウンセリングを行う中で、母親と養父が度々子供に暴言や暴力を振るっているこ

と、そして母親自身が実母から虐待され夫からも暴力を受け悩んでいたことがわかりました。結局母親

は離婚し、生活保護を受けながら子供と生活することとなりましたが、母親は「母であることに疲れた」

と訴え、子供に暴力を振るったり夜間に子供をひとり置き去りにしたまま外出するようになりました。

母親との向き合いを続ける中、子供が通う保育園の保育士から生活保護のケースワーカーに「子供に

頻尿など気になる行動がある」との話があり、ケースワーカーから母親に子供も精神保健福祉総合セン

ターに相談するように勧めてもらい、子供と一緒に来所することとなりました。子供は、大人の顔色を

うかがう、怯えるなどの被虐待児の症状が認められ、気になる行動も精神疾患によるものではなく虐待

の影響であると診断されました。当初母親は「子供を叩いてしまう」と話していましたが、それが、子

供に対しどのような影響を及ぼすものかを理解するまでには至っておらずカウンセリングの中で次第に

理解を深めていきました。

また、子供の安全を確保し母親が休息をとるために、子供を母のきょうだいの許に預かってもらい、

母親のカウンセリングと並行して子供のプレイセラピーも行いました。その結果、子供の行動は次第に

落ち着き、感情表出もできるようになり、母親自身も対人面での問題などを自覚し始め、子供に対する

暴力も減ってきました。

〔かかわった機関と役割〕

○精 神 科 ク リ ニ ッ ク ・精神保健福祉総合センターを紹介
○精神保健福祉総合センター ・母親のカウンセリング

・子供のカウンセリングとプレイセラピー
・関係機関との連絡調整

○保 育 園 ・子供の状態の把握
・関係機関への連絡

○区　　 役　　 所（保護課） ・幼稚園との連絡調整
・母親へのアプローチ

〔ポイント〕

・子供の異常行動に気づいた保育園から、関係機関へ連携がスムーズに行われたことが子供
の早期治療へと結びつきました。関係機関が情報交換を密に行い、適切な役割分担のもと
に機能することが大切です。

・虐待が子供に対しどのような影響を及ぼすか理解してもらうことは、虐待の対応において
重要なことであり、この事例のように専門機関でカウンセリングを行うことは非常に有効
です。
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事例６ 中学生からの電話相談
（中学２年の女の子）〔子供相談支援センターの事例〕

〔経緯〕
子供相談支援センターのヤングテレホン（子供や親からの電話相談）に女子中学生から電話があり「父

親やきょうだいたちからいじめられる。母親もわかっているのに何もしてくれない。家に帰りたくない」

との訴えがありました。子供相談支援センターでは、女の子に来所するよう促し、翌日の来所で職員２

名が事情を聴きました。女の子の父親は非常に暴力的で、きょうだいもそれに同調することがしばしば

あり、父親は気分が悪いと些細な理由で暴言、暴力を振るうとのことで腕にはケガもありました。母親

は心配しているものの、父親やきょうだいの行動を抑えることができず、女の子に対し「我慢しなさい」

と話すばかりでした。

子供相談支援センターでは女の子の意向を踏まえ、母親に電話で、女の子から電話で相談があったこ

とだけを伝え、翌日母親との面接を組みました。また同時に女の子が通う中学校と児童相談所に連絡し、

虐待の事実があることを伝え対応を協議しました。面接では、母親は父親やきょうだいたちの暴力につ

いてある程度認めるものの、しつけの範囲内という認識でした。しかし母親は、父親やきょうだいたち

に手をあげないように話をしてみるとのことで面接は１回で終了しました。

その後、中学校から、女の子が「家に帰らないと言っている」との連絡がありました。子供相談支援

センターは児童相談所にこれまでの面接経過等を伝え、中学校の先生が女の子を連れて児童相談所に相

談に行きました。児童相談所は女の子の意向を確認のうえ一時保護を決定し、さらに両親に連絡をとり

一時保護の同意を得るとともに、今後、家族関係の調整が可能かどうかを検討することとしました。ま

た、子供相談支援センターは今後の両親やきょうだいへの対応についても協力していくこととしました。

〔かかわった機関と役割〕

○学 校 ・女の子の様子や気持ちの把握
・関係機関への連絡

○子供相談支援センター ・女の子との信頼関係づくり
・母親との面接（１回）
・関係機関への連絡、情報提供

○児 童 相 談 所 ・関係機関からの情報の収集
・一時保護の決定
・家庭環境の調査

〔ポイント〕

・子供自身から相談があった場合は、子供の気持ちを尊重し安心感を与えます。子供の保護
者に連絡をとる場合も、子供の意向を確認し保護者をむやみに刺激しない対応を考えるこ
とが必要です。

・一時保護の後に家族関係の調整を図っていくことはなかなか難しく、慎重な対応が求めら
れます。児童相談所を中心としながら学校や相談機関がそれぞれの役割を認識し、情報の
共有化を図って連携して家族を援助していくことが大切です。
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事例７ 近所の住民からの訴え
（小学１年の男の子）〔民生委員児童委員の事例〕

〔経緯〕
母親は１６歳で男の子を出産し、２３歳で子供連れで再婚しました。継父は不況でなかなか定職に就けず、

昼間から酒を飲み酔って妻や男の子に暴力を振るっていました。一方母親は経済的理由で夜に仕事に出

るようになり、夜は継父と男の子２人だけになることが多くなりました。継父はイライラするとすぐ子

供にあたることから、夜中頻繁に子供が激しく泣く声や継父が怒鳴る声を耳にした近所の人達は心配し

ていました。

しばらくして、地区の民生委員児童委員がある住民から相談を受け、さらに学校からも相談を受けま

した。民生委員児童委員は民生委員児童委員協議会の会長や主任児童委員に相談し、早急に役割を分担

し、児童相談所に連絡するとともに情報の収集、緊急時の警察への連絡など対応を決めました。それか

ら間もなく男の子が寒い夜に軽装のまま外に出され泣いているところを近所の人が見つけ、警察に連絡

しました。警察は児童相談所に通告して、男の子は一時保護となり、児童相談所と警察は母親から事情

を聴きました。

結局母親は夫からの暴力に耐えかねて離婚し、男の子は母親が引き取り、親子２人の生活が始まりま

した。しかし、母親は経済的にも余裕がなく、心身ともに疲れ、育児に行き詰まって男の子に辛くあたっ

てしまうことが多くなりました。また母親は実家との折り合いも悪く、実家の協力を得ることは不可能

でした。母親は小学校の担任の先生に心境を伝え、先生が民生委員児童委員に相談し、主任児童委員や

区役所の家庭相談員も母子と関わりを持ちサポートしていくこととなりました。

〔かかわった機関と役割〕

○民生委員児童委員 ・近隣住民からの相談受付
・情報の収集と関係機関への連絡
・身近な存在としての母親のサポート

○主 任 児 童 委 員 ・民生委員児童委員のサポート
○学 校 ・子供の状態の把握
○警 察 ・緊急時の子供の保護
○児 童 相 談 所 ・一時保護の決定、保護者との面接
○区　　役　　所 ・家庭相談員による母親のサポート

・関係機関からの情報収集とアドバイス

〔ポイント〕

・地区に密接に関わる民生委員児童委員や主任児童委員は近隣の住民からの相談を受けやす
く、また、家庭の状況についても情報を収集しやすい立場にあります。虐待の相談があっ
た場合は、主任児童委員との連携をとりながら児童相談所や区役所・宮城総合支所に相談
することが大切です。

・若くして母親になった場合は、子育てについての知識が少ないことなどから行き詰まりを
感じる場合が多く、母親も子供も精神的に追い詰められてしまいます。複数の機関が協力
してサポートすることが大切ですが、区役所・宮城総合支所が中心となり各機関の役割を
明確にすると援助をする側や受ける側の混乱も防止でき、効果的な援助が可能となります。
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事例６ 中学生からの電話相談
（中学２年の女の子）〔子供相談支援センターの事例〕

〔経緯〕
子供相談支援センターのヤングテレホン（子供や親からの電話相談）に女子中学生から電話があり「父

親やきょうだいたちからいじめられる。母親もわかっているのに何もしてくれない。家に帰りたくない」

との訴えがありました。子供相談支援センターでは、女の子に来所するよう促し、翌日の来所で職員２

名が事情を聴きました。女の子の父親は非常に暴力的で、きょうだいもそれに同調することがしばしば

あり、父親は気分が悪いと些細な理由で暴言、暴力を振るうとのことで腕にはケガもありました。母親

は心配しているものの、父親やきょうだいの行動を抑えることができず、女の子に対し「我慢しなさい」

と話すばかりでした。

子供相談支援センターでは女の子の意向を踏まえ、母親に電話で、女の子から電話で相談があったこ

とだけを伝え、翌日母親との面接を組みました。また同時に女の子が通う中学校と児童相談所に連絡し、

虐待の事実があることを伝え対応を協議しました。面接では、母親は父親やきょうだいたちの暴力につ

いてある程度認めるものの、しつけの範囲内という認識でした。しかし母親は、父親やきょうだいたち

に手をあげないように話をしてみるとのことで面接は１回で終了しました。

その後、中学校から、女の子が「家に帰らないと言っている」との連絡がありました。子供相談支援

センターは児童相談所にこれまでの面接経過等を伝え、中学校の先生が女の子を連れて児童相談所に相

談に行きました。児童相談所は女の子の意向を確認のうえ一時保護を決定し、さらに両親に連絡をとり

一時保護の同意を得るとともに、今後、家族関係の調整が可能かどうかを検討することとしました。ま

た、子供相談支援センターは今後の両親やきょうだいへの対応についても協力していくこととしました。

〔かかわった機関と役割〕

○学 校 ・女の子の様子や気持ちの把握
・関係機関への連絡

○子供相談支援センター ・女の子との信頼関係づくり
・母親との面接（１回）
・関係機関への連絡、情報提供

○児 童 相 談 所 ・関係機関からの情報の収集
・一時保護の決定
・家庭環境の調査

〔ポイント〕

・子供自身から相談があった場合は、子供の気持ちを尊重し安心感を与えます。子供の保護
者に連絡をとる場合も、子供の意向を確認し保護者をむやみに刺激しない対応を考えるこ
とが必要です。
・一時保護の後に家族関係の調整を図っていくことはなかなか難しく、慎重な対応が求めら
れます。児童相談所を中心としながら学校や相談機関がそれぞれの役割を認識し、情報の
共有化を図って連携して家族を援助していくことが大切です。
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事例７ 近所の住民からの訴え
（小学１年の男の子）〔民生委員児童委員の事例〕

〔経緯〕
母親は１６歳で男の子を出産し、２３歳で子供連れで再婚しました。継父は不況でなかなか定職に就けず、

昼間から酒を飲み酔って妻や男の子に暴力を振るっていました。一方母親は経済的理由で夜に仕事に出

るようになり、夜は継父と男の子２人だけになることが多くなりました。継父はイライラするとすぐ子

供にあたることから、夜中頻繁に子供が激しく泣く声や継父が怒鳴る声を耳にした近所の人達は心配し

ていました。

しばらくして、地区の民生委員児童委員がある住民から相談を受け、さらに学校からも相談を受けま

した。民生委員児童委員は民生委員児童委員協議会の会長や主任児童委員に相談し、早急に役割を分担

し、児童相談所に連絡するとともに情報の収集、緊急時の警察への連絡など対応を決めました。それか

ら間もなく男の子が寒い夜に軽装のまま外に出され泣いているところを近所の人が見つけ、警察に連絡

しました。警察は児童相談所に通告して、男の子は一時保護となり、児童相談所と警察は母親から事情

を聴きました。

結局母親は夫からの暴力に耐えかねて離婚し、男の子は母親が引き取り、親子２人の生活が始まりま

した。しかし、母親は経済的にも余裕がなく、心身ともに疲れ、育児に行き詰まって男の子に辛くあたっ

てしまうことが多くなりました。また母親は実家との折り合いも悪く、実家の協力を得ることは不可能

でした。母親は小学校の担任の先生に心境を伝え、先生が民生委員児童委員に相談し、主任児童委員や

区役所の家庭相談員も母子と関わりを持ちサポートしていくこととなりました。

〔かかわった機関と役割〕

○民生委員児童委員 ・近隣住民からの相談受付
・情報の収集と関係機関への連絡
・身近な存在としての母親のサポート

○主 任 児 童 委 員 ・民生委員児童委員のサポート
○学 校 ・子供の状態の把握
○警 察 ・緊急時の子供の保護
○児 童 相 談 所 ・一時保護の決定、保護者との面接
○区　　役　　所 ・家庭相談員による母親のサポート

・関係機関からの情報収集とアドバイス

〔ポイント〕

・地区に密接に関わる民生委員児童委員や主任児童委員は近隣の住民からの相談を受けやす
く、また、家庭の状況についても情報を収集しやすい立場にあります。虐待の相談があっ
た場合は、主任児童委員との連携をとりながら児童相談所や区役所・宮城総合支所に相談
することが大切です。

・若くして母親になった場合は、子育てについての知識が少ないことなどから行き詰まりを
感じる場合が多く、母親も子供も精神的に追い詰められてしまいます。複数の機関が協力
してサポートすることが大切ですが、区役所・宮城総合支所が中心となり各機関の役割を
明確にすると援助をする側や受ける側の混乱も防止でき、効果的な援助が可能となります。
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事例８ 子供を叩く母親からの相談
（５歳の女の子）〔キャプネット・みやぎの事例〕

〔経緯〕
民間の相談機関「キャプネット・みやぎ」に「子供にきつくあたってしまい、時々叩いてしまう。あ

る日、自分（母親）は子供に普通に話しかけているだけだと思っていたのに突然泣き出した。子供に向

かう時の自分の形相がそんなに怖いものかと初めて気づいた。最近子供がおどおどしている。チック症

状も出ているように思う。自分がどこか変なのか。子供にどう対応したらいいのか」という電話相談が

ありました。母親は子供を専門の治療機関に連れていくことを希望したので、相談員はスーパーバイザー

にすぐ連絡し、協議の結果ある医療機関を紹介することとしました。

相談員は紹介にあたって母親の動揺を抑え、子供の状態に混乱して辛くなっていた母親の気持ちに共

感しながら受診を勧めていきました。また、相談機関では、母親の承諾を得て医療機関に対し相談内容

を含めた申し送りを行いました。そして医療機関との協議により、医療機関に定期的な通院を続ける一

方、母親自身の気持ちの整理も必要と考え、医療機関の医師が、相談機関が開催している母親グループ

への参加を促し、母親は参加を決めました。母親グループは虐待の経験を持つ母親が集まり、一人で悩

まず、同様の経験をした人の話を聞いたり、自分の経験や思いなどを語り、気持ちを整理しながら子供

と向き合っていくという集まりです。

話し合いの中で母親は、自分がとても几帳面であり、それは、母親が自分の実母の期待に応えられな

い子供で実母から「だめ子」というあだ名で呼ばれていたことと関係があること、自分がされていたこ

とを子供にしていたことなどを語り始めました。母親は今後も継続して参加していくことを約束し、相

談機関も支援していくこととなりました。

〔かかわった機関と役割〕

○民 間 相 談 機 関 ・相談の受付
キャプネット・みやぎ相談員 ・母親の受容と医療機関の紹介
ス ー パ ー バ イ ザ ー ・相談員のサポート
母 親 グ ル ー プ ・母親の精神的支援

○医 療 機 関 ・子供及び母親のケア

〔ポイント〕

・民間の相談機関は行政の相談機関よりも相談しやすいと感じ、かなり深く突っ込んだとこ
ろまで相談する場合が多くみられます。電話相談員は、適切な助言ができる専門家として
のスーパーバイザーと連携して対応することが必要です。

・自ら問題意識をもっている保護者の場合、自力で問題を克服し、回復していく力をつける
ように援助することが可能であり、この事例のように母親グループへの参加などの援助の
計画を立てることが有効です。
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事例９ 発育が遅れた子供
（３歳の男の子）〔区役所の事例〕

〔経緯〕
母親は以前から周囲とのトラブルが絶えず、被害者意識が非常に強い人でした。婚姻関係にない男性

との間に男児を出産しましたが、周囲からは子供をきちんと育てることができるのかとの声があり、区

役所の保健師が母親とかかわりを持とうと試みていました。母親は自分の利益になる場合は話を聞くが、

子育てに関し保健師が指導をすると態度を硬化させるといった行動をとっていました。子供の健康診断

も受けず、子供の発育状況が心配されていました。母親と男児は生活保護を受給しながら生活しており、

保護費を毎月区役所の担当課（保護課）に取りにくる時に、保健師が男児の様子を見ていました。

しかし、１歳を過ぎた頃から発育に遅れが見えはじめ、母子関係も疎遠で言葉も殆ど発しないなど心

配な点が多々認められました。２歳を過ぎた頃、男児が体調を崩し小児科を受診、診察した小児科の医

師は「母親は自分の思い込みで養育しており、このままでは発育が遅れていく可能性がある」と判断し、

区役所に通告しました。

区役所では内部で話し合いを持ち、母親が適切な養育ができず発達の遅れが認められる子供として児

童相談所に送致することとしました。児童相談所では、母親との接触を試みるため母親の知人に協力を

依頼し、母親の子育てを支援する機関であるとの紹介で児童相談所への来所を勧めてもらい、母親と男

児が来所しました。しかし半年ほど経過しても男児の発達はいっこうに改善せず、また子育てに関して

意見をしても聞き入れられませんでした。そこで児童相談所と区役所が協議し、関係機関で役割を分担

し母子を分離する方策を考えました。結局、母親が病気で入院したことを契機に母子を分離することと

なりました。退院後、母親は男児の引き取りを要求しましたが、男児の発達のためと理解を求め、母親

の精神的ケアを図りながら母子融合の可能性を模索することとしました。

〔かかわった機関と役割〕
○区　　役　　所

・男の子の発育発達状況の確認
・保護費の支給（保護課）

・保健師の母親へのアプローチ

・児童相談所への送致
○小 児 科 医 ・男の子の発育発達の確認

・区役所への通告
○児 童 相 談 所 ・母親へのアプローチ

・発育発達状況の検査
・一時保護の決定

〔ポイント〕
・区役所・宮城総合支所が子供の様子や家庭環境などから一時保護や施設措置の必要性が高
いと判断した場合は、児童相談所へ送致（ケースを移すこと）することがあります。

・この事例のように母親が自分の思い込みだけで養育していると介入が困難ですが、時期を
逸すると子供の発育発達に重大な影響を及ぼしかねません。母親が最も信頼している機関
から介入の方法を探り、児童相談所を中心にそれぞれの機関が連携し、介入及び母子の援
助を行っていくことが必要です。
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事例８ 子供を叩く母親からの相談
（５歳の女の子）〔キャプネット・みやぎの事例〕

〔経緯〕
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○医 療 機 関 ・子供及び母親のケア

〔ポイント〕
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事例１０ 虐待を受け置き去りにされた子供
（６歳の男の子）〔児童相談所の事例〕

〔経緯〕
早朝、「男の子が置き去りにされた。相当ケガをしている」と警察から児童相談所に緊急連絡が入りま

した。警察で保護し、児童相談所の職員が駆けつけると、男の子はかなり衰弱し全身に傷を負っており、

容体は深刻で身元もわかりませんでした。児童相談所では一時保護を行い、さらに心身の状況を確認し、

容体を回復させるため病院への入院の手続きをとりました。病院でも、虐待を受けた子供への対応につ

いて外傷の治療はもとより心のケアについても配慮し、安心して療養できる環境をつくることを心掛け

ました。また警察では遺棄事件、場合によっては傷害事件の可能性もあるとして、男の子の身元を調査

するとともに保護者の所在を調べ始めました。男の子は体調も回復し笑顔も取り戻しましたが、今まで

の生活の様子や家族のことを話すことはありませんでした。

しばらくして身元がわかり、母親は男の子を連れ回し各地を転々としていたことがわかりました。児

童相談所では警察と協力して母親がいると思われる場所に行きましたが、転居した後で所在はつかめま

せんでした。その後も母親の行方を探し見つかった場合は、児童相談所と警察が協力して行動すること

を確認しました。男の子は病院を退院し、一時保護所に入所した後、児童養護施設に入所となりました

が、精神的なケアが必要な状態で、児童相談所と施設が連携しながら心の傷の回復に努めました。また、

母親が突然現れて男の子を連れ去る危険性もあるため、施設では警察と連携し、緊急の時はすぐに対応

できる体制をとりました。

〔かかわった機関と役割〕

○警 察 ・男の子の身の安全の確保と身元の確認
・児童相談所との協力体制づくり
・施設との協力体制づくり

○病 院 ・男の子の心身の状況の把握と治療
・安心して療養できる環境づくり

○児童養護施設 ・養育環境の確保
・心身のケアについての児童相談所との連携
・緊急時の対応についての警察との連携

○児童相談所 ・緊急一時保護の決定
・男の子の心身のケア
・母親捜索のための警察との連携

〔ポイント〕

・この事例では、緊急時に児童相談所と警察の連携体制がとれており、迅速な対応ができま
した。

・虐待を受けた子供と向き合う場合、かかわる機関は、この事例のように子供に安心できる
環境を与えることが大切です。大人に対する不信感を表す場合もありますが、虐待を受け
た子供の気持ちを理解し、施設と児童相談所が連携して援助していくことが必要です。

・虐待している保護者と向き合う場合、特に、保護者がどのような行動に出るか予測しがた
い場合は、警察の協力を求めることも必要となります。
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